
１．売却物品

農業集落排水施設維持管理用公用車売却仕様書

売 却 す る 車 両 農業集落排水施設維持管理用公用車

台 数 １台

車 名 三菱

登 録 番 号 京都　４６　ほ　６３６

初 年 度 登 録 平成９年１０月

車 体 の 形 状 ダンプ

車 台 番 号 ＦＥ５１７ＢＤ４３１１０５

型 式 ＫＣ－ＦＥ５１７ＢＤ

原 動 機 の 型 式 ４Ｄ３３

乗 車 定 員 ３人

長 さ ４６９ｃｍ

全 幅 １６９ｃｍ

高 さ １９９ｃｍ

総 排 気 量 ４．２１Ｌ

最 大 積 載 量 ２，０００ｋｇ

車 両 総 重 量 ４，７４５ｋｇ

燃 料 の 種 類 軽油

走 行 距 離 １９，３４２ｋｍ（令和３年１２月１５日現在）

有効期間の満了する日 令和３年１０月２０日（※車検切れ）

引 渡 し 場 所 京丹波町上下水道課

・売却価格にリサイクル料金を含む・現状渡（バッテリー切）

・荷台扉は溶接されているため開閉できません
（開閉可能とする場合、溶接部の切断を必要とします）
・クラッチ固着しています

備 考



２．売却の条件等

（１）落札者は、落札決定後指定する期日までに本町と売買契約を締結すること。

（２）落札者は、契約の締結日の翌日から起算して１４日以内に、本町が発行する納

入通知書により代金を全額納入すること。

（３）名義変更、構造変更手続等の諸手続については、落札者の負担で行うこと。ま

た、売払物件の引渡しは、売却代金の入金を確認できる書類の提出後とする。

（４）売払物件は、現状渡しとする。引渡し後の不調、故障及び損傷に関する一切の

苦情、費用等の請求は受け付けないものとする。

（５）契約金額は、落札金額に消費税及び地方消費税を上乗せした金額とする。


